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予防接種法施行令の一部を改正する政令及び予防接種 

実施規則の一部を改正する省令の施行について 

 

 

予防接種法施行令の一部を改正する政令（平成 23年政令第 144号）及び予防接種実施規則

の一部を改正する省令（平成 23年厚生労働省令第 62号）が、本日公布され、同日から施行され

たところである。 

今回の改正の概要等については、下記のとおりであるので、貴職におかれては、貴管内市町

村（保健所を設置する市及び特別区を含む。）及び関係機関等へ周知を図るとともに、その実施

に遺漏なきを期されたい。 

 

記 

 

第１ 予防接種法施行令の一部を改正する政令について  

 １ 改正の概要 

 （１）麻しん及び風しんの予防接種について 

    平成 23年５月 20日から平成 24年３月 31日までの間、麻しん及び風しんの定期の予防接種

の対象者に高校２年生相当の年齢の者を追加したこと。 

 （２）日本脳炎の予防接種について 

    平成 17年度から平成 21年度にかけての日本脳炎の予防接種の積極的勧奨の差し控えによ

り接種を受ける機会を逸した者（平成７年６月 1日から平成 19年 4月 1日までの間に生まれた

者。以下「特例対象者」という。）に対する日本脳炎に係る定期の予防接種について、対象者

を４歳以上 20歳未満の者としたこと。 

なお、改正後の条文において対象者を 4 歳以上と規定したのは、施行日において特例対象

者が４歳以上であるためであり、当該者が施行日前に、改正前の予防接種法施行令に定める

接種対象期間（生後６月から 90 月及び９歳以上 13 歳未満）に接種したものについては、予防

接種法上の定期の予防接種である。 

 （３）東日本大震災の特例について 

     東日本大震災の発生によりやむを得ないと認められる場合には、定期の予防接種の対象年



齢を過ぎてしまった者について、平成 23年８月 31日までの間は定期の予防接種の対象者とし

たこと。 

 ２ 施行期日 

    公布の日から施行することとし、１の（３）については、平成 23 年３月 11 日から適用することと

したこと。 

 

第２ 予防接種実施規則の一部を改正する省令について 

 １ 改正の概要 

（１）日本脳炎の予防接種について 

  特例対象者に対する日本脳炎に係る定期の予防接種について、接種の実施方法を定めたこ

と。 

① 特例対象者であって日本脳炎の予防接種のうち４回の接種を受けていないもの（接種を全

く受けていない者を除く。）に係る残りの予防接種は、乾燥培養日本脳炎ワクチンを６日以上

の間隔をおいて皮下に注射するものとし、接種量は、毎回０．５ミリリットルとするとしたこと。た

だし、第４回目（２期接種に相当）の接種については、引き続き９歳以上の者に対して行うもの

としたこと。 

  ② 特例対象者であって、日本脳炎の予防接種を全く受けていない者に係る日本脳炎の予防

接種については、省令第 15条・16条と同様に、以下のとおりとしたこと。 

   イ  第 1回目の接種（1期初回接種の第 1回目に相当）は、乾燥培養日本脳炎ワクチンを皮

下に注射するものとし、接種量は、毎回０．５ミリリットルとする。 

   ロ  第２回目の接種（1 期初回接種の第 2 回目に相当）は、第 1 回目の接種後６日から 28

日までの間隔をおいて乾燥培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、

毎回０．５ミリリットルとする。 

   ハ  第３回目の接種（1 期追加接種に相当）は、第２回目の接種後おおむね１年を経過した

時期に乾燥培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、毎回０．５ミリリッ

トルとする。 

   ニ  第４回目の接種（２期接種に相当）は、９歳以上の者に対し、第３回目の接種後６日以上

の間隔をおいて乾燥培養日本脳炎ワクチンを皮下に注射するものとし、接種量は、毎回０．

５ミリリットルとする。 

   ホ  ②のロに基づき接種の間隔をおいている間に、明らかな発熱を呈していること等により

接種不適当者とされた者については、当該事由が消滅した後速やかに接種したときは、

当該間隔をおいたものとみなす。 

（２）東日本大震災の特例について 

   ジフテリア、破傷風及び百日せき並びに日本脳炎の予防接種において、予防接種実施規則

で定める間隔をおいている間に東日本大震災の発生によるやむを得ない事情により予防接種

を受けることができなかった者については、当該事情が消滅した後速やかに接種したときは、当

該接種の間隔をおいたものとみなすとしたこと。 

２ 施行期日  

   公布の日から施行し、１の（２）については、平成 23年３月 11日から適用すること。 

  



 

第３ 留意事項 

   今般の改正により設けた特例に係る具体的な接種方法や接種回数の考え方等については、

通知等で示すこととする。 

 

 

  

 








